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2021年 3月

会　　　告

結核・抗酸菌症 認定医//指導医 資格申請受付について

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　　

認 定 制 度 審 議 委 員 会　　

2021年度 結核・抗酸菌症 認定医//指導医の資格申請受付を下記により行います。

1. 受付期間：2021年 5月 1日～2021年 9月30日

2. 応募資格

　（ 1）認定医

　　1）本学会の会員であること

　　2）医師歴が 2年以上の医師で，結核・抗酸菌症診療について研鑽を積もうとする者

　　3） 過去 5年以内の本学会の生涯教育セミナーに参加（必須）し，研修単位50単位を取得し

た者

　（ 2）指導医

　　1）会員歴：申請時まで継続して 5年以上（2017年 2月以前に入会）

　　2）認定医歴 2年以上の医師（認定医番号121001～191999）

　　3）過去 5年以内の，本学会の生涯教育セミナーに参加（必須）し，研修単位80単位を取得

　　　  した者。ただし，生涯教育セミナーについては認定医に認定された後に受講したもの

を単位として認める。

　　4）学会誌「結核」に，結核・抗酸菌症に関する論文（原著・総説・症例報告等），または本

　　　  学会（総会・支部会）における発表を 3篇（題）以上（うち 1篇は筆頭著者（演者）とする）。

発表の期限はありません。

　　5）次のいずれかを満たす者

　　　・・結核・抗酸菌症10症例以上を診療し，所属施設長が承認した者

　　　・・ ICDの資格を持ち結核院内感染対策に従事し，所属施設長が承認した者

　　　・・ 保健所（保健所に準ずる行政機関等を含む）勤務歴 3年以上，かつ結核等感染症対策

に関与している者

3.「申請用紙」は学会ホームページ（https://www.kekkaku.gr.jp）

　  認定医・指導医制度に掲載されています。

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　認定制度審議委員会

〒108-0074　東京都港区高輪4-11-24-A101
TEL：03-6721-9983　　FAX：03-6721-9986　　E-mail : nintei@kekkaku.gr.jp
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2021年 3月

会　　　告

結核・抗酸菌症 認定医/指導医 資格更新受付について

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　　

認 定 制 度 審 議 委 員 会　　

2021年度 結核・抗酸菌症 認定医/指導医の資格更新受付を下記により行います。

1. 受付期間：2021年 5月 1日～2021年 9月30日

2. 対 象 者：認定医番号：121001～121999，171001～171999

　　　　　　 指導医番号：122000～122999，172001～172999

　　　　　　　 ※指導医は認定医更新の手続きは不要です。

3. 研修単位：認定医（50単位），指導医（80単位）

　  研修単位に，「日本結核・非結核性抗酸菌症学会生涯教育セミナー」，「本学会と日本呼吸器

学会または日本感染症学会との共同企画」のいずれかの受講（必須）が含まれること。

4.「申請用紙」は学会ホームページ（https://www.kekkaku.gr.jp）

　  認定医・指導医制度に掲載されています。

※ 単位不足等のやむを得ない理由で，本年度の更新を行えない方は，理由を付して「資格更新

期限延長申請書」を提出して下さい。

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　認定制度審議委員会

〒108-0074　東京都港区高輪4-11-24-A101
TEL：03-6721-9983　　FAX：03-6721-9986　　E-mail : nintei@kekkaku.gr.jp
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2021年 3月

会　　　告

登録//認定 抗酸菌症エキスパート 資格申請受付について

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　　

認 定 制 度 審 議 委 員 会　　

2021年度 登録//認定 抗酸菌症エキスパートの資格申請受付を下記により行います。

1. 受付期間：2021年 5月 1日～2021年 9月30日

2. 応募資格

　（ 1）登録 抗酸菌症エキスパート

　　1）会員歴：非会員は，申請時に本学会への入会を申し込むことを必須とする。

　　2）看護師，准看護師，保健師，理学療法士，栄養士・管理栄養士，薬剤師，診療放射線

　　　 技師，臨床検査技師，その他，認定制度審議委員会が認めた資格を有する者

　　3）前項に掲げた資格の職歴が合わせて 3年以上を有する者

　　4） 過去 5年以内の，本学会の生涯教育セミナーまたはエキスパートセミナーに参加（必須）

し，研修単位50単位を取得した者

　（ 2）認定 抗酸菌症エキスパート

　　1）会員歴：5年以上（2017年 2月以前に入会）

　　2）看護師，准看護師，保健師，理学療法士，栄養士・管理栄養士，薬剤師，診療放射線

　　　 技師，臨床検査技師，その他，認定制度審議委員会が認めた資格を有する者

　　3） 過去 5年以内の，本学会の生涯教育セミナーまたはエキスパートセミナーに参加（必須）

し，研修単位80単位取得した者

3.「申請用紙」は学会ホームページ（https://www.kekkaku.gr.jp）

　 エキスパート制度に掲載されています。

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　認定制度審議委員会

〒108-0074　東京都港区高輪4-11-24-A101
TEL：03-6721-9983　　FAX：03-6721-9986　　E-mail : nintei@kekkaku.gr.jp
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2021年 3月

会　　　告

登録//認定 抗酸菌症エキスパート 資格更新受付について

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　　

認 定 制 度 審 議 委 員 会　　

2021年度 登録//認定 抗酸菌症エキスパートの資格更新受付を下記により行います。

1. 受付期間：2021年 5月 1日～2021年 9月30日

2. 対 象 者：登録エキスパート番号：917001～917999

　　　　　　 認定エキスパート番号：817001～817999

3. 研修単位：登録エキスパート（50単位），認定エキスパート（80単位）

　  研修単位に，「本学会生涯教育セミナー」，「本学会エキスパートセミナー」または「本学会

と日本呼吸器学会または日本感染症学会との共同企画」のいずれかの受講（必須）が含まれ

ること。

4.「申請用紙」は学会ホームページ（https://www.kekkaku.gr.jp/）

　 エキスパート制度に掲載されています。

※ 単位不足等のやむを得ない理由で，本年度の更新手続きを行えない方は，理由を付して「資

格更新期限延長申請書」を提出して下さい。

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　認定制度審議委員会

〒108-0074　東京都港区高輪4-11-24-A101
TEL：03-6721-9983　　FAX：03-6721-9986　　E-mail : nintei@kekkaku.gr.jp
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2021年 3月

会　　　告

資格更新期限延長の扱いについて

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　　

認 定 制 度 審 議 委 員 会　　

「結核・抗酸菌症 認定医/指導医」，「登録/認定 抗酸菌症エキスパート」の資格を取得された

方で，単位不足等のやむを得ない理由で，本年度の更新手続きを行えない方は，理由を付して

「資格更新期限延長申請書」を認定制度審議委員会宛に提出して下さい。

「資格更新期限延長申請書」は学会ホームページ（https://www.kekkaku.gr.jp/）

認定医・指導医制度，エキスパート制度に掲載されています。

※資格更新延長の場合の認定期間は遡った認定日から 5年間となります。

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会　認定制度審議委員会

〒108-0074 東京都港区高輪4-11-24-A101
TEL：03-6721-9983　　FAX：03-6721-9986　　E-mail : nintei@kekkaku.gr.jp
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当院で経験した不法滞在外国人の結核症例に
関する臨床的検討　　　　　　　　　　　　

林　　大樹　　松倉しほり　　田口　真人　　谷田貝洋平

舩山　康則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は じ め に

　近年では日本国内に住む在留外国人数が年々増加して

おり，法務省の統計によると2018年末には273万1093

人で過去最多 1)となり，今後も都市部に限らず全国的に

医療機関を受診する外国人が急増すると推測される。言

うまでもなく，結核治療においては日本国内での外国生

まれ結核患者の増加が早急に対応すべき事項の一つであ

り多数の問題点が指摘されている2) 3)が，言語や生活様

式の違いなどから治療に協力を得ることが難しい症例も

多く，また経済的理由から診療費未払いのリスクも高い

など，医療機関は対策の必要に迫られている。当院は茨

城県南地域に位置し結核病棟を有する医療機関である

が，不法滞在者が母国へ送還されるまでの間に長期収容

される入国管理センターが近隣に所在しており，不法滞

在の結核患者の割合が比較的高いことも特徴である。今

回われわれは，当院で経験した不法滞在の結核治療症例

を臨床的に検討したため報告する。

目　　　的

　当院で入院治療を行った外国生まれ結核患者のうち，

不法滞在であった患者の背景や治療経過を検討すること

により問題点を見極め，治療完遂を目指した今後の診療

における対策を立てる。

対象と方法

　2009年 1月から2019年12月までに当院に入院して治

療を行った外国生まれ結核患者65例の中で，日本国の

在留資格を有していなかった患者を抽出し，診療録を用

いて診断時年齢，性別，出身国，在日期間，症状，発症

から初診までの期間，初診から診断までの期間，学会分

類，最大排菌量，薬剤感受性，転帰，および治療経過に

影響を及ぼした患者背景を明らかにし，その問題点を後

ろ向きに検討した。なお，内服終了時点で日本国内に滞

Kekkaku Vol. 96, No. 2 : 11_17, 2021

筑波学園病院呼吸器内科 連絡先 ： 林　大樹，筑波学園病院呼吸器内科，〒305_0854 茨
城県つくば市上横場2573_1
 （E-mail: h-hayashi@gakuen-hospital.or.jp）
 （Received 3 Nov. 2020 /Accepted 21 Dec. 2020）

要旨：〔目的〕2009年 1月から2019年12月までに当院で入院治療を行った外国生まれ結核患者のう

ち不法滞在者を抽出し，治療経過から問題点を検討し今後の対策を立てる。〔方法〕診断時年齢，性 

別，出身国，在日期間，症状，発症から初診までの期間，初診から診断までの期間，学会分類，最大

排菌量，薬剤感受性，転帰，および治療経過に影響を及ぼした患者背景を診療録より検討した。〔結

果〕すべての結核入院患者993例のうち外国生まれ患者は65例（6.5%）で，その割合は経時的に増加

していた。不法滞在者11例の大多数は東南アジア出身で，全患者が自覚症状を有して受診していた。

9例（81.8%）は日本国内で治療を完遂できておらず，治療途中で帰国している症例が最も多かった。

〔考察〕不法滞在の結核患者は経済的理由や通報への懸念から，受診を敬遠したり，治療中に帰国を

希望したりする割合が高く，治療失敗のリスクが高いと考えられた。日本国内での治療完遂が望まし

いが，やむを得ず治療途中で帰国する場合では症例に応じて結核医療国際連携支援事業（Bridge TB 

Care）の利用や，出入国在留管理庁と連携を図ることを検討すべきである。

キーワーズ：結核，不法滞在，外国生まれ，入国前スクリーニング，治療中断



Fig.　Number of foreign-born tuberculosis patients underwent inpatient treatment in Tsukuba Gakuen Hospital, 2009_2019
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在していた場合を治療完遂例と定義し，治療終了分まで

処方されていても飲み切る前に帰国した例は治療完遂に

含めず帰国症例とした。

結　　　果

　外来患者を含めた当院の2018年新規登録結核患者に

占める外国生まれ患者の割合は全国平均10.9%4)を上回

る13.1%（107例中14例）であった。2009年から2019年

におけるすべての結核入院患者993例のうち外国生まれ

患者は65例で6.5%を占めていたが，日本人の結核患者

が減少傾向ということもあり，経年的には 2009年が

2.8%（108例中 3例）であったのに対し2019年は12.1%

（58例中 7例）まで増加していた（Fig.）。

　外国生まれ患者65例において，年齢の中央値は31歳

（17～78歳）で男性が 30例（46.2%），平均在日期間は

5.1年で東南アジア出身の若年者が多かった。診断契機

としては有症状での受診が最多だが，健康診断や接触者

健診，他疾患での受診により無症状ながら診断されてい

る例が21.5%であった。当院で最終転帰を確認できた範

囲で治療完遂率は51.7%（29例中15例）であった（Table 

1）。

　不法滞在者は65例中11例で16.9%であった（Table 2）。

年齢の中央値は43歳（26～61歳）で，男性が 8例（72.7 

%），出身国はフィリピン 3例，インドネシア 3例，タイ

2例の順で，他に台湾，韓国，ネパールが 1例ずつであ

った。在日期間は 1年未満が 2例，1年以上 5年未満が

4例，5年以上が 5例の平均7.4年であり，無症状診断例

はなくすべての患者が咳や血痰などの呼吸器症状を契機

に結核と診断されていた。画像所見で空洞影を有する患

者は 6例（54.5%）であった。感受性検査結果では 1例

がイソニアジド（INH）のみ耐性，8例が主要 4剤〔INH，

リファンピシン（RFP），ストレプトマイシン（SM），エタ

ンブトール（EB）〕すべてに感受性あり，検出できず不

明が 2例であった。また，3例が入国管理センターの収

容者であった。

　当院で確認しえたかぎり，今回の検討において最終的

に日本国内で治療を完遂できた患者は 2例（18.2%）に

とどまった。症例 8は入国管理センター内診療所からの

紹介入院であったが，退院と同時に，やむを得ない療養

上の問題から一定の条件のもと身柄の拘束を解かれる仮

放免制度が適用された。この例では転居のため県外の医

療機関へ転医したが，最終的に治療を完遂していたこと

が確認された。症例10は結核治療を優先し退院後も出

入国在留管理庁（旧入国管理局）へ通報されることなく

外来で治療を継続された。管轄保健所より，治療終了後

には出頭するよう繰り返し説得されていたが，最終的に

は在留資格のないまま治療を完遂している。

　治療完遂が確認できなかった例の内訳は，自主的な帰

国が 2例，出入国在留管理庁（旧入国管理局）の介入が

ある帰国が 5例，国内転医が 1例，行方不明の治療中断

が 1例であった。帰国症例の大多数は，日本での治療や

退院後の生活に不安を覚えており，入院後早期の時点で

すでに帰国を希望していた。また通報や収容されること

への警戒心から自身の生活環境や退院後の方針を詳細に

話さないことが多く，治療方針の設定や治療成績にも影

響を及ぼす可能性が懸念された。
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回の際に本人がいないことに気づき病院内を捜索しても

発見されず，非常口の鍵が破壊されていたことから逃走

していたことが判明した。本人およびキーパーソンであ

る知人への連絡は取れなくなり，不法滞在である故に身

元不明で捜索も不可能と判断され，結果的に行方不明と

なった。

　なお，外来治療例では外国生まれ患者43例中，不法滞

在者は 2例（4.7%）でいずれも入国管理センター収容

者であり，1例は治療完遂していたが，もう 1例は受診

を中断しており，帰国していると推測されたが最終転帰

は不明であった。

考　　　察

　当院は人口24万人（2020年10月）を超える茨城県つ

くば市に位置し，茨城県南地域で19床の結核病床を有

している。茨城県内を中心に近隣県からも排菌結核患者

を受け入れており，原則として排菌停止後は前医へ逆紹

介し治療の継続を依頼している。すでに述べたとおり当

院で経験する外国生まれ結核患者は年々増加している

が，その要因として当地域において大学留学生が増加し

ていることや，外国人の技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護に関する法律が2016年に成立したことに

より来日する技能実習生が急速に増えている5)ことなど

が影響していると考えられる。

　正規の在留資格により入国した後，期限超過後も帰国

せずに日本に滞在を続ける不法残留者は年々増加の一途

をたどっており，法務省の統計で2019年 1月 1日時点

において 7万4167人と前年よりも11.5%の増加になっ

ている1)。特に在留資格別で「技能実習」は9366人であ

り「短期滞在」に次いで 2番目に多いが，前年と比較し

て35.5%の増加になっており今後もさらなる増加が予測

される。茨城県は2019年10月時点の外国人労働者数が

3万7245人で全国第11位であるが，上位11都府県の中

で外国人労働者数に占める在留資格「技能実習」の割合

が38.5%で最も高い 6)。一方で2018年における不法就労

者，すなわち出入国管理及び難民認定法 7)（以下，「入管

法」とする）に違反し滞在資格を有していない外国人労

働者の摘発件数は茨城県が全国で最も多く1)，当院にお

いて不法滞在の結核患者が多いことに影響している可能

性が考えられた。

　不法滞在者における結核診療の問題点としては，都市

圏における外来治療の実情や医療制度上の問題点等に関

する報告がなされている8) 9)が，2019年の入管法改正に

伴う「特定技能」の在留資格新設や昨今の外国生まれ結

核患者全体の増加から，今後地方都市においても増加が

懸念される不法滞在者の結核について当院で経験した入

院症例を検討することとした。

　医療機関においては不法滞在者を発見した際に出入国

在留管理庁への通報義務はないが，通報したことで退院

調整が円滑にすすんだ例が 2例あった。症例 9は就労目

的に 2年前に入国して以降，在留期限が切れたまま滞在

していた。咳嗽を主訴に前医を受診し排菌肺結核の診断

で当院入院と同時に不法滞在であることが判明した。治

療は滞りなく経過したが，日本語が話せるにもかかわら

ず入院中から自らの生活環境を詳細に話そうとしなかっ

たため，治療中断のリスクが高いと判断され，退院時の

対応について管轄保健所より出入国在留管理庁へ相談す

る運びとなった。出国命令または強制退去による早期出

国の方針となったが，出国完了までは出入国在留管理庁

の関連施設に収容されることになるため，収容中の治療

を担当する予定となる医療機関へ事前に診療情報を提供

し治療の継続を依頼した。当院退院当日に入国管理官が

来院し，結核病棟を出た場所で拘束されそのまま収容施

設へ向かい帰国手続きが開始された。症例11は精神発

達遅滞があり母国で家族が介護を行っていた。日本にい

る別の家族のもとへ「短期滞在」の在留資格で来日した 

が，連れてきた家族のみが帰国し本人は在留期限が切れ

たまま滞在していた。糖尿病性ケトアシドーシスで近医

に入院した際に偶発的に排菌のない肺結核と診断され治

療を開始されており，退院と同時に自主帰国する方針で

抗結核薬の処方を受けていた。しかし実際には帰国せず

肺結核も糖尿病も無治療で生活していたところ，1年後

に再度糖尿病性ケトアシドーシスで前医に搬送され，陰

影の悪化と排菌が確認され当院へ転院となった。血糖コ

ントロールや精神不安定による食事摂取拒否など併存症

の治療に長期間を要したが治療継続により排菌は停止し

た。退院後はやはり帰国を希望されたが，このときすで

に喀痰培養が陰性化し，感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律第37条第 1項の適応を外れ

ていたこともあり医療費が発生していた。しかし支払い

も帰国に向けた手続きもできていなかったため，円滑な

退院調整を目的に家族に同意を得たうえで出入国在留管

理庁に介入を依頼した。最終的には家族がクラウドファ

ンディングを利用して資金を調達し，当院からは航空会

社への報告および帰国後の治療継続のため英文での診療

情報提供書作成を行い，退院日程が決定したところで入

国管理官が来院して手続きを行い帰国した。上記 2例は

いずれも事前に退院時の対応について出入国在留管理庁

や管轄保健所と連携を取っていたことで，より円滑に調

整を進めることができた症例であった。

　治療中断となった症例 3は，入院中に逃走した例であ

った。排菌量が減少し，退院可能となる直前に出入国在

留管理庁へ連絡を取る方針で本人も同意していた。当院

の結核病棟への入口は施錠されているが，早朝の病棟巡
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　不法滞在患者の背景として性別，出身国については外

国生まれ結核全体の割合とおおむね同様であった。年齢

層は全体よりやや高く在日期間も長い傾向があったが，

これには外国生まれ結核患者全体で技能実習生における

入国後早期の診断症例が著しく増加していることも多大

に影響していると推測される。診断契機は全例が有症状

受診であり，健康診断の受診資格がないこと，健康保険

に未加入で医療費が全額自己負担となること，不法滞在

であることを警察や出入国在留管理庁などの関連機関へ

通報されるという懸念から受診や詳細な検査を敬遠する

傾向があると考えられた。診断時すでに入国管理センタ

ーに収容されていた 3例においても，いずれも遷延する

咳によりセンター内の診療所を受診していたが，長期に

わたり受診やX線検査を拒否していたなど対応の難しさ

が明らかになった。一方で，医療機関の受診から結核診

断までの期間は 9例（81.8%）が14日未満であることか

ら，いかに早期に医療機関を受診させ，結核の可能性を

疑って検査を施行できるかが重要であると考えられる。

また今回の検討においては日本語が通じないもしくは外

国人というだけで，前医で受診を拒否されていた症例も

見受けられた。厚生労働省は訪日外国人旅行者や外国人

労働者の増加を見据えた外国人患者の受入れ環境整備の

推進を行っており10)，外国人患者受入れのためのマニュ

アル 11)などのツールを利用しながら各医療機関での柔

軟な対応が望まれる。

　WHOは結核高蔓延国からの入国前に結核に対するス

クリーニングを行うことを推奨しており12)，海外におい

てはすでに多数の国で運用され13)，有用であるとの報告

もある14)。本稿執筆時点では今後順次，高蔓延国から来

日し中長期にわたり滞在する者を対象に入国前スクリー

ニングが予定されており15)，その有用性が期待されるが，

前述のとおり本邦における不法滞在者は「短期滞在」で

の入国が最も多いということもあり，不法滞在者に対し

てどれだけ有用であるかは不透明である。

　外国人患者の治療中の帰国に関する過去の報告による

と，大都市よりも地方都市において治療完遂率が低く帰

国率が高くなりやすいことや，保険区分が自費である群

で帰国率が高くなる傾向が示唆されている16)。治療完遂

後に帰国することが理想であるのは言うまでもないが，

患者から帰国の希望があった場合に，感染性が持続して

いる状況を除いて医療者がそれを禁止することは困難で

ある。当院ではやむを得ず治療途中で帰国する場合に

は，治療終了までの薬剤を処方，もしくは英文での診療

情報提供書を記載して医療機関を受診するよう指示して

きたが，帰国後に治療を完遂できているかを確認するこ

とは困難である。国外転出による治療中断の懸念は，在

留資格の有無にかかわらず外国出身の患者では常に問題

となりうることであるが，当院で最終転帰まで判明して

いる外国生まれ結核患者全体の国内での治療完遂率が

51.7%であったことを鑑みると，本検討における不法滞

在者の治療完遂率18.2%という結果からは，治療中の帰

国により治療が完遂できないリスクが高い可能性があ

る。米国において，治療途中で国外へ転出する患者につ

いて転出先の国への情報提供を通して治療支援を行う

“Cure TB”と呼ばれるプログラムにより，高い治療完遂

率を達成したことが報告されている17)。まさに同様の制

度として結核医療国際連携支援事業（Bridge TB Care）

が2020年 6月より結核研究所にて試行的研究として運

用開始されており18)，利用により治療中断例が減少して

いくことが大いに期待される。

　また，症例 3のような逃走，行方不明による治療中断

への対策は容易ではない。プライバシー確保や病棟スタ

ッフの人的資源の問題から患者の行動を常に監視してお

くには限界があり，入院患者の逃走を確実に防ぐことは

困難である。結核の病状理解が乏しい，日本語が通じな

い，入院生活での不安が強い，経済的に困窮しているな

どの要因が該当する患者では特に治療中断リスクが高い

と推測されることから，積極的にコミュニケーションを

図り不安の軽減に努めることが望ましい。前述のとおり，

医療機関においては不法滞在者を発見した際に出入国在

留管理庁への通報義務はなく，今回の検討では症例 9お

よび11のように通報により調整が円滑にすすんだ例も

みられたが，一方で患者の不安を増強させることにもな

りうることから，リスク・ベネフィットを総合的に考慮

して，医療機関と管轄保健所の間において通報の是非や

時期を含めた対応を慎重に検討すべきである。また，医

療費についての不安が強い場合には，公費負担制度が適

用され医療費の補助が出ることなどを丁寧に説明するこ

とも有用である。

　不法滞在者の結核治療においては，医療者は治療を行

いながらも不法滞在者を残留させ公費負担制度を利用し

て治療しているということにジレンマを感じることがあ

る。しかしながら治療中断となれば退院後または帰国後

に新たな感染拡大を生み，耐性化も懸念され，やがて彼

らが再来日して日本国内での感染へと連鎖することにな

りかねない。医療機関は退院と同時に治療以外の管理を

終えることが多いが，同時に退院後の生活に関する方針

を設定する主導者が曖昧になりやすいことから，治療中

断のリスクが比較的高いと推測される症例では治療早期

から管轄保健所とより綿密な情報共有を行い，症例ごと

に方針や対策を検討することが必要である。

　医療費の未払いも大きな問題である。結核治療に関わ

る医療費は健康保険の有無にかかわらず公費負担制度が

適応されるが，入院勧告を外れた場合や併存疾患に対し
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て発生する治療費があると不法滞在者は著しく高額にな

りやすい。今回の検討において医療費の未払いは11例

中 2例で発生していた。退院調整に時間を要し退院が延

びるとその分医療機関に対しても未払いが増えるリスク

があるということを認識し，この点においても早期の調

整介入が重要であると考えられた。

結　　　語

　今回の検討により不法滞在者の結核治療においては，

その患者背景の問題から治療中断リスクが特に高いこと

が明らかになった。退院後に帰国する方針の患者であっ

ても，治療を行うことで新たな耐性出現や感染拡大の防

止につながっていることを認識しながら診療にあたるべ

きである。そのためには医療機関のみならず，結核医療

国際連携支援事業の利用や，早期から管轄保健所および

必要に応じて出入国在留管理庁と連携を取ることによ

り，退院や治療完遂へ向けての調整を行うことが重要で

あると考えられた。

　著者のCOI（conflicts of interest）開示：本論文発表内

容に関して特になし。
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Abstract　[Purpose] This study aims to extract illegal 
overstayers among foreign-born tuberculosis patients, who 
underwent inpatient treatment in our hospital between Jan- 
uary 2009 and December 2019, to examine issues concerning 
their treatment progress in order to take future measures.
　[Method] We examined the age at diagnosis, sex, country  
of origin, length of stay in Japan, symptoms, durations from 
symptoms to first visit, durations from first visit to diagnosis, 
chest X-ray classification, Gaffky scale, drug susceptibility, 
outcome, and background that affected the treatment course 
from patients  medical records.
　[Results] Of 993 tuberculosis patients, 65 (6.5％) were 
foreign-born, and the proportion increased over time. A 
majority of the 11 illegal overstayers were from Southeast 
Asia, and all of them presented with symptoms. Nine (81.8 
％) of the 11 illegal overstayers could not complete treatment 
in Japan, and most of them returned to their home countries 
during the treatment.
　[Conclusion] Our study showed that a high percentage of 
illegal-overstayer tuberculosis patients hesitated to see a  

doctor or desired to return to their home country in the middle 
of the treatment due to financial reasons or fear of being 
reported, resulting in an increased risk of treatment failure. It  
is desirable to complete treatment in Japan. However, in the 
event where the patient s return to his/her home country is 
inevitable, case-wise use Bridge TB Care  program, and 
coordination with the Immigration Service Agency should be 
attempted.

Key words: Tuberculosis, Illegal overstayers, Foreign-born 
patients, Pre-entry tuberculosis screening, Treatment inter- 
ruption
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多職種チーム医療による感染制御を実施した
結核合併妊娠・分娩の 1例

1中尾　美香　　1堀田　尚誠　　1濱口　　愛　　1沖本　民生
1津端由佳里　　1濱口　俊一　　2粟屋　幸一　　1礒部　　威

は じ め に

　結核合併妊娠は非常に稀である。妊娠中は放射線被曝

の問題から胸部画像検査がためらわれ，診断が遅れる傾

向がある。また，妊婦および産褥婦においては，胎盤移

行性や母乳中への移行性の観点から投薬に制限が加わる

ため，治療内容には注意を要する。さらに，胎児の先天

性結核や分娩時空気感染による新生児結核の可能性，児

への抗結核薬の予防投与などについても考慮しなければ

ならない。

　今回われわれは，多職種チームを形成し，結核合併妊

婦の早産管理および分娩，出生後の母子の管理を経験し

たため，文献的考察を加え報告する。

症　　　例

　患　者：31歳女性，妊娠31週 2日の初産婦。

　主　訴：咳嗽，嗄声，呼吸困難，発熱。

　既往歴：20歳時に胃腸炎で入院加療歴あり。

　アレルギー歴：小児喘息含め，これまで気管支喘息の

指摘なし。薬，食物アレルギーなし。

　家族歴：結核の既往含め，特になし。

　職業歴：事務職。

　喫煙歴：なし。

　飲酒歴：妊娠前は機会飲酒程度。

　海外渡航歴：10年前と 2年前に韓国，1年前にハワイ。

　現病歴：20XX年10月に職場健診を受診，胸部画像異

常の指摘なし。同年12月に自然妊娠が成立し，A産科医

院に通院中であった。翌年 1月（妊娠 3カ月頃）から咳

嗽が出現し，B内科医院で漢方薬を処方されるも改善が

得られず，3月（妊娠 5カ月頃）にC内科医院に紹介さ

れた。気管支喘息として吸入ステロイド薬，長時間作用

性吸入ββ2刺激薬，プレドニゾロン10～20 mg/day内服に

て治療され，症状の軽快と増悪を繰り返していた。5月

（妊娠 7カ月頃）に入り，嗄声を伴うようになった。6月

Kekkaku Vol. 96, No. 2 : 19_25, 2021

1島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学，2板橋中央総
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連絡先 ： 中尾美香，島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫
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要旨：症例は31歳女性，妊娠31週の初産婦。A産科医院に通院していた。妊娠 3カ月頃より咳嗽が

出現。気管支喘息としてB内科医院およびC内科医院で治療されたが症状は悪化傾向であり，妊娠 7

カ月頃より嗄声，妊娠 8カ月頃より高熱も伴うようになった。切迫早産の状態でもあり，A産科医院

での母体管理は困難と判断，D総合病院へ紹介。胸部単純X線写真で空洞性病変を伴う浸潤影を認め，

喀痰抗酸菌塗抹検査でGaffky 8号，LAMP法で肺結核と診断。肺結核の治療および切迫早産の管理目

的でD総合病院から当院に搬送され，その後の精査で粟粒結核，喉頭結核，気管結核の合併を確認。当

院は結核病床を有さない特定機能病院であるが，前室を備えた陰圧個室を有し，感染対策チームを中

心として，呼吸器内科，産婦人科，小児科，NICU，麻酔科，助産師，看護師など多職種で連携し，結

核合併妊婦の管理および分娩に備えた院内チームを形成し対応した。入院時より INH，RFP，EBの 3

剤併用療法を開始し，症状は改善傾向であった。結核の治療と並行して切迫早産の管理を行い，第

23病日（妊娠34週 3日）に経腟分娩で女児を出産した。

キーワーズ：結核合併妊娠，新生児結核，粟粒結核，気管結核，チーム医療



Table　Laboratory data

Hematology
　WBC
　　Neut.
　　Lymph.
　　Mono.
　　Eos.
　RBC
　Hb
　Plt.

Coagulation
　PT-INR
　APTT 
　Fib
　FDP
　D dimer

7.15×103

95.1
3.0
1.0
0.5

3.47×106

9.5
414×103

1.04
24.1
575
13.4
5.0

/μμl
％
％
％
％
/μμl
g/dl
/μμl

sec
mg/dl
µg/ml
µg/ml

Biochemistry
　TP
　Alb
　T-Bil
　AST
　ALT
　ALP
　LDH
　γγ-GTP
　BUN
　Cr
　Na
　K
　Cl
　Gulcose
　HbAlc

5.4
2
0.8
51
28
392
300
23
2.4
0.32
133
3.0
98
97
6.6

g/dl
g/dl
mg/dl
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
mg/dl
mg/dl
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mg/dl
％

Serology
　CRP
　RPR
　TP Ab
　HBs Ag
　HCV Ab
　HIV
　HTLV-1
　ββ-D-gulcan
　Aspergillus Ag
　Cryptococcus Ag
　MAC Ab 
　QFT

12.74
(－)
(－)
(－)
(－)
(－)
(－)
40.1
(－)
(－)
(－)
(＋)

mg/dl

pg/dl

　(at the previous medical institution)

Sputum
　Bacteria Normal flora
　Mycobacteria
　　Smear (＋)
　　Culture M. tuberculosis
　　LAMP method M. tuberculosis (＋)
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上旬（妊娠 8カ月頃）より呼吸困難および38度台の高

熱が出現し，食事摂取も困難となり体重が減少傾向であ

った。また，同時期にA産科医院で切迫早産と診断され，

これ以上の管理は難しいと判断されD総合病院に紹介さ

れた。同院で実施された胸部単純X線写真で右中肺野に

空洞を伴う浸潤影を認め，両側びまん性に結節影を認め

たため喀痰抗酸菌検査が行われた。塗抹検査でGaffky 8

号であり，肺結核の治療および切迫早産の管理を目的に

当院に搬送された。

　入院時現症：妊娠31週 2日，G(0)P(0)，身長155.0 cm，

体重 49.9 kg，体温 36.8度，血圧 102/66 mmHg，脈拍数

130回/分・整，呼吸数23回/分・規則的，SpO2 96%（室
内気），頸部で気道狭窄音を聴取せず，呼吸音：清・ラ

音なし・左右差なし，心音：整・収縮期雑音あり。産婦

人科医の診察で切迫早産の状態と判断された。

　入院時検査所見（Table）：白血球数7150/μμl（好中球

95.1%），CRP 12.7 mg/dlと感染を示唆する所見であり，前

医の喀痰抗酸菌塗抹検査でGaffky 8号であった。咳嗽お

よび高熱のため食事摂取が不良であったことを反映し，

総蛋白および血清アルブミン値は低値であった。また，

HbA1c 6.6%と上昇しており，これまで糖尿病の指摘を

受けていなかったことより，overt diabetes in pregnancyと

診断した。

　入院時画像所見：腹部遮蔽を行い胸部画像検査を実施

したところ，胸部単純X線（Fig. 2a）で右中肺野に空洞

を伴う浸潤影あり，両側全肺野にびまん性に多発粒状影

を認めた。胸部単純HR-CT（Fig. 1）では右S2およびS6

に空洞を伴う浸潤影を認め（特に，S6の空洞は巨大化し

ていた），両側全肺野に気道散布性および血行性分布の

両方が考えられる多発粒状影を認めた（大半は気道散布

性のものと考えた）。産婦人科医によるエコー検査では，

胎児には明らかな異常を認めなかった。

　臨床経過：前医で行ったLAMP法により結核菌陽性で

あり，肺結核および粟粒結核として，入院第 1病日より

イソニアジド（INH）250 mg/day，リファンピシン（RFP）

450 mg/day，エタンブトール（EB）750 mg/dayの 3剤で

治療を開始した。産婦人科が併診し，切迫早産に対して

は子宮収縮抑制剤（リトドリン塩酸塩，50γγ/day）の持

続静注を開始した。また，咳嗽による腹圧が亢進すると

破水等を助長するおそれがあり，鎮咳薬（コデインリン

酸塩水和物散 1%，60 mg/dayおよびデキストロメトルフ

ァン臭化水素酸塩水和物散10%，45 mg/day）の投与も行

った。抗結核薬による治療開始後は，特に有害事象なく

経過した。解熱が得られ，鎮咳が得られ，食事も摂取で

きるようになり，全身状態は改善傾向であり，画像上も

改善を得ていた（Fig. 2b）。第22病日の夜間に破水し，

その後に自然陣痛が発来した。分娩は順調に経過し，第

23病日（妊娠34週 3日）に経膣分娩で女児を出産した

（出生体重 2312 g，Apgar score 1分 8点/5分 9点，羊水
の混濁なし，各種培養検査については後述）。第26病日

（出産 3日後），再び高熱が出るようになり，分娩後の産

褥熱，子宮内感染や会陰切開部の感染，乳腺炎の合併も

考慮し，ステロイド投与は行わず，タゾバクタム/ピペ
ラシリン（TAZ/PIPC）を追加した。しかし，婦人科医の

診察上は子宮内感染や会陰切開部の感染は否定的であっ

たため，TAZ/PIPCは 6日間で投与を終了した。そして，



Fig. 1　Chest CT on admission showed consolidation with large cavities in the right S2 and S6. 
Multiple nodules of 1 to 3 mm in diameter were distributed randomly throughout both lungs.

Fig. 2　(a) A chest X-ray film obtained on admission showed consolidation with cavitation in the right 
middle lung field and multiple nodular shadows in the all fields.  (b) These shadows improved 2 weeks 
after the start of treatment with INH, RFP and EB.  (c) The shadows worsened 3 days after childbirth, (d) 
then showed improvement again 4 weeks after the addition of PZA.
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Fig. 3　(a) The first laryngoscopic examination 
showed granulomatous lesion with edema and 
white spots from the provisional vocal cords  
to the vocal cords.  We obtained a biopsy spec- 
imen from this location.  (b) We confirmed the 
improvement of the lesion by a second laryn- 
goscopic examination before the patient was 
transferred.  (c) Bronchoscopy showed multiple 
white nodules with a cobble stone-like appear- 
ance in the trachea.  These nodules decreased 
towards the periphery.

Fig. 4　A histopathological examination of laryngoscopic biopsy specimen (Hematoxylin-Eosin 
staining, a: ×4, b: ×20). The laryngeal mucosa was covered with stratified squamous epithelium  
with inflammatory cell infiltration. Granuloma with Langhans giant cells and dense lymphocytic 
infiltration was observed under the mucosal epithelium. Some parts of the granulomas were necrotic,  
and were therefore regarded as a finding consistent with laryngeal tuberculosis.
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胸部単純X線写真（Fig. 2c）で肺陰影の増悪を認めたた

め，この時点ではまだ結核菌の薬剤感受性が判明してい

なかったことから，治療強化が必要と考え第36病日か

らピラジナミド（PZA）1.2 g/dayを追加した。その後も

高熱が持続したため，喉頭鏡検査および気管支鏡検査を

実施した。喉頭鏡検査では，喉頭披裂部を中心に仮声帯

～声帯にかけて白苔を伴う肉芽腫様病変（Fig. 3a）を認

め，同部位より生検を実施したところ，病理組織像（Fig. 

4）は炎症細胞浸潤を伴う重層扁平上皮で覆われた喉頭

粘膜であり，上皮下にリンパ球浸潤が密にみられ，ラン

グハンス巨細胞を伴う肉芽腫であり，わずかに壊死もみ

られ，喉頭結核に矛盾しないと考えた。気管支鏡検査で
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は，気管入口部直下に cobble stone様に集簇した白色結

節を認め（Fig. 3c），気管結核の治療経過を反映した所

見と考えた。結節は声門直下に多く，気管分岐部に進む

につれて病変は減少傾向であった。明らかな白苔付着や

潰瘍形成は認めなかった。以上より，入院時に診断した

肺結核，粟粒結核に加え，喉頭結核と気管結核も合併し

ていると診断した。PZA追加後は，次第に解熱し胸部画

像陰影も改善傾向であった（Fig. 2d）。女児の退院を契

機に，第85病日に結核指定医療機関へ転院した。転院 4

カ月後に排菌停止を確認し，隔離解除・退院した。なお，

転院直前の喀痰抗酸菌検査でGaffky 2号であり，転院前

の喉頭鏡検査の再検では喉頭披裂部を中心に仮声帯～声

帯にかけて認めていた白苔は消失し全体的に浮腫も軽減

傾向であり（Fig. 3b），抗結核薬の治療経過は順調と考

えた。

　出生女児に関しては，羊水，胎盤（母体側および胎児

側），臍帯静脈血，口腔内分泌物，胃液（3日連続），髄

液，尿，便，皮膚培養のいずれも抗酸菌陰性であり，先

天性結核・新生児結核は否定的と考えた。INH，RFPを

2カ月併用後，INHのみをさらに 4カ月継続し，全 6カ

月の予防内服を継続の方針とした。母親の排菌が続いて

いたため，女児は乳児院に入所し，母親の退院後に乳児

院を退所した。

考　　　察

　日常診療では，結核患者との接触歴がない生来健康な

若年女性に対して，咳嗽を主訴に医療機関を受診しても

結核を第一に疑うことは少ない。しかし，わが国は結核

の中蔓延国であり，海外からの渡航者も多く，結核合併

妊娠の報告は非常に稀ではあるが遭遇する可能性はあ

る。妊娠中は放射線被曝の問題から胸部画像検査がため

らわれ，診断が遅れる傾向がある。また，妊娠中は胎児

と共生するための生理的変化により，母体の細胞性免疫

が低下している1)。そのため，診断の遅れにより重症化

した場合，出産を諦めなければならない場合や，母児と

もに命の危険にさらされる場合がある。

　産婦人科診療ガイドライン2)では，妊娠中の放射線被

曝の胎児への影響について，「①受精後10日までの被曝

では奇形発生率の上昇はないと説明する，②受精後11

日～妊娠10週での胎児被曝は奇形を誘発する可能性が

あるが，『50 mGy未満の被曝線量では奇形発生率を上昇

させない』と説明する，③妊娠 9～26週では中枢神経障

害を起こす可能性があるが，100 mGy未満では影響しな

いと説明する，④10 mGy程度の放射線被曝は小児癌の

発症頻度をわずかに上昇させるが，個人レベルでの発癌

リスクは低いと説明する」と書かれている。胸部X線写

真の最大胎児被曝線量は0.01 mGy以下 3)であり，胸部

CT検査の最大胎児被曝線量は1.0 mGyであり，腹部遮蔽

を適切に行って撮影すれば胎児には影響しない線量と考

える。そのため，妊娠中であっても，3週間以上持続す

る咳嗽を認めた際は，咳嗽に関するガイドライン4)に準

じて，適切に画像検査も追加する必要があると考える。

本症例では，咳嗽が 3週間以上持続していた時点で，産

婦人科診療ガイドライン（前述③）に準じて説明を行っ

たうえで胸部画像検査を追加することが可能であり，重

症化を防げた可能性がある。

　妊婦の結核治療では，ストレプトマイシン（SM）は新

生児に非可逆的な第Ⅷ脳神経障害が現れるおそれがあり

禁忌であり，PZAは児に対する安全性が確立されていな

いため積極的に使用しにくく，INH，RFP，EBが安全に

使用できる薬剤として推奨されている5)～7)。そのため，

本症例でも，INH，RFP，EBにより初期治療を開始し，分

娩までの間は治療経過良好であった。しかし，分娩後に

再発熱，画像悪化を認めた。治療開始後の悪化では，初

期悪化のほか，結核初期治療の失敗，新規感染症の合併，

薬剤熱などを鑑別に挙げる必要がある。さらに，本症例

は産後のため産褥熱も鑑別に挙がり，診断が困難であっ

たが，最終的には，総合判断で初期悪化と考えた。初期

悪化は，肺結核の治療開始後，死菌に対する局所アレル

ギー反応の結果として起こるとされている8)。その発症

頻度は3.3～14%程度であり，治療開始後 2週間～3カ

月の間に多いとされている8) 9)。しかし，妊婦では出産後

6カ月の間に増悪する例が多いという報告がある10)。こ

れは，産後に横隔膜が低下して肺容積が拡大すること，

免疫の変化，育児による睡眠不足や過労などが原因と考

えられている。初期悪化が起きた際に全身性ステロイド

を追加することも考慮されるが，本症例は高熱による消

耗感などの自覚症状はなく，画像の悪化はあるものの呼

吸器症状の悪化がなかったため，全身性ステロイドの追

加は行わなかった。しかし，治療の失敗を懸念し，治療

強化が必要と考え，PZAを追加した。

　結核合併妊婦の周産期管理についてはまとまった指針

がなく，個々の医療機関に委ねられているのが現状と考

える11) 12)。当院では，入院直後より感染対策室，呼吸器

内科，産婦人科，小児科，NICU，麻酔科，ICU，助産師，

看護師，メディカルソーシャルワーカー，病院施設課職

員など，多職種による結核合併妊婦の管理および分娩に

備えた院内チームを形成し，想定される事態とその際の

連絡体制を含めたシミュレーションについて協議を重ね

てきた。具体的には，妊婦が喀血し呼吸不全に陥った際

のシミュレーション（いかなる急変時も母体の救命を優

先させることを共通認識としていた），緊急帝王切開術

が必要になった際のシミュレーション，安全に周産期管

理が行えた際の分娩方法や分娩場所，分娩室までの移動
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方法，分娩室および新生児室を含む分娩時に関連する施

設の空調管理設定（通常は陽圧管理を行う場所において

も，一部わずかに陰圧にするように対応），分娩時の医

療者の感染対策法について，分娩後の各種検体の取扱い

などについて，平日日中および平日夜間・休日に分けて

マニュアルを作成した。そのため，平日夜間の突然の破

水であり，依然としてGaffky 7号の排菌を認める時期で

あったが，感染対策を十分行ったうえでスタッフは落ち

着いて分娩に備えることができ，患者およびその家族へ

の配慮も適切に行えたと考える。母親の排菌が続いてい

たため，授乳できず，母児分離期間も長くなることが予

想されたため，児への愛着形成不全など精神面への配慮

も必要であり，出産後も患者とその家族，呼吸器内科，小

児科，助産師，メディカルソーシャルワーカーなどで密

に情報共有を行った。

　当院は結核病床を有さない大学病院であるが，結核合

併妊婦の周産期管理および分娩後の新生児管理を安全に

行い，本症例を通じて多職種チームの重要性を認識した。

大学病院においては，結核合併妊婦のみでなく，さまざ

まな合併症を有した結核患者の診療を行う機会が増える

ことが予測され，多職種での連携が今後ますます求めら

れると考える。
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Abstract　A 31-year-old primigravida woman at 31 weeks 
pregnancy was hospitalized at obstetric clinic A. She started 
coughing from approximately 3 months of pregnancy. She  
was treated for bronchial asthma at clinics B and C; however, 
her symptoms worsened. She began to experience hoarseness 
from approximately 7 months of pregnancy and high fever 
from approximately 8 months of pregnancy. She was also 
diagnosed with threatened preterm labor. The maternal 
management at obstetric clinic A was difficult, so she was 
introduced to general hospital D. A chest X-ray film showed 
consolidation with cavitation in the right middle lung field, a 
sputum smear test was Gaffky 8 and she was diagnosed with 
Mycobacterium tuberculosis by the LAMP method. She was 
therefore transported to our hospital to undergo treatment for 
pulmonary tuberculosis and the management of threatened 
preterm labor. She was additionally diagnosed with miliary 
tuberculosis, laryngeal tuberculosis and tracheal tuberculosis. 
Our hospital is a special functional hospital without tubercu- 
losis beds; however, we have rooms with negative pressure 
management with a front room. We formed a multi-occu- 
pational medical team with the cooperation of respiratory 
physicians, obstetricians, pediatricians, NICU staff, anesthesi- 

ologists, midwives and nurses to work as an infection control 
team. The patient was treated with INH, RFP and EB, and 
improved. We continued the treatment of tuberculosis and  
the management of threatened preterm labor, and she gave 
birth to a girl by vaginal delivery on day 23 of hospitalization 
(34 weeks and 3 days of pregnancy).

Key words: Pregnancy combined with tuberculosis, Neonatal 
tuberculosis, Miliary tuberculosis, Tracheal tuberculosis, Team 
medicine
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付し，末尾に一括して，著者名（3名まで）：題名. 誌

名（一般に通用する略称でよい）. 年（西暦）；巻：頁－

頁. の順に掲載する。単行本の場合は，著者名（上記

に準ずる）：題名. 書名（邦文の場合は特に「　」をつ

けること），版数，編者名，発行所，発行地，年（西 

暦），引用頁. の順に記載する。

　例：（定期刊行物）

　 1） 木野智慧光，佐藤瑞枝，岩崎龍郎，他：非空洞性肺
結核に対する INH・RFP 2剤併用による短期化学療

法（9カ月）の治療成績ならびに遠隔成績. 結核. 
1991 ; 66 : 291_297.

　 2） Samson  PC,  Barnwell  J,  Litting  J,  et  al. : Tuberculous 
tracheobronchitis. JAMA. 1937 ; 108 : 1850_1855.

　 3） Wiegeshaus EH: Evaluation of the protective potency of 
new tuberculosis vaccines. Rev Infect Dis. 1989 ; 11 Suppl 
2 : S484_90（19 ref.）

　（単行本）

　 4） 松岡緑郎，玉田太朗：喀血，血痰.「診断ハンドブック」，
第 1版，中尾喜久監修，南江堂，東京，1985，86_87.

　 5） Heightsman ER, Raasch BN: Diseases of the pleura. In : 
The Lung, 2nd ed., Heightsman ER, ed., C.V. Mosby Co., 
Toronto, 1988, 502_540.

　 引用論文数は原則として，原著30編以内，症例報告

20編以内，総説は制限なし，短報は 6編以内とする。

11. 度量衡の単位の書き方は，

　例：m，cm，mm，ml，kg，g，mg，μμg等を用いる。

12 . 査読の後，著者返送された原稿の再投稿期間は60日

以内とする。60日を経て再投稿された場合は新投稿

とする。

13 . 投稿方法は，ScholarOneオンライン査読システムか

らとする。

14 . 別刷は著者の希望により校正時に申し込むこと。費

用は著者負担とする。

15 . 本学会誌に掲載された記事，または論文の内容に関

する責任は原則的には著者にあり，必ずしも学会の公

的見解ではない。但し，著作権（＝著作財産権，Copy- 

right）は，日本結核・非結核性抗酸菌症学会に帰属する。

16 . 版権使用については届け出を必要とする。

　掲載論文の版権使用料　3,000円×頁数＋10円*×部数

（*当学会賛助会員は 5円）

17 . 全文を英文で投稿することができる。

投　稿　規　程
2019年11月29日一部改訂



種　　類 内　　　容 掲載頁数

1. 原著Original article
これまでになされていない実験，観察に基づくオリジナリティ
のある成果と深い考察に基づく論文

6頁，図 5個以内
（図・表：英）

2. 短報Short report 情報価値の高い研究報告と小論文
2頁，図 2個以内
（図・表：英）

3. 症例報告Case report 貴重な症例や臨床的な経験の報告
4頁，図 5個以内
（図・表：英）

4. 活動報告Activity report フィールド実践活動・保健看護活動などの価値ある報告
6頁，図 5個以内
（図・表：英 or和）

5. 総説Review article ある課題に関する網羅的な解説（文献）と議論
6頁，図 5個以内
（図・表：英）

6. 論壇Opinion 研究，活動，政策などに関する議論や提言
4頁，図 5個以内
（図・表：英）

7. 資料Materials 有用な資料
6頁，図 5個以内
（図・表：英）

8. 通信Letter-to-the Editor
過去 6カ月以内に学会誌に掲載された論文に対する意見，学
会参加報告，見聞録など

2000字以内
図表なし

9. 論説Editorial 掲載される論文に対する査読者の意見 4000字以内

1 . 原稿の体裁
　 1  ）①投稿分類・題，②著者および共著者（10名以
内），全員の所属，連絡先（氏名・所属・住所・E-mail
アドレス），③キーワーズ（和），④和文抄録（掲載

用500字以内），⑤本文，⑥文献，⑦図・表の順に
③④⑤⑥⑦は頁を替えて組む。①②を第 1ページと
したページ番号を記入し，行番号を第 1ページから
の通し番号で付加する。

　 2  ）英文抄録は，⑧題，⑨著者および共著者，全員の
所属，連絡先（氏名・所属・住所・E-mailアドレス），
⑩キーワーズ（英），ランニングタイトル（スペース

を含む30文字数以内），⑪英文抄録の順に，⑪は頁
を替えて組む。ただし，保健看護に関わる活動報告

については英文抄録は添付しなくともよい。

2 . 英文原稿の場合，タイトルは前置詞，冠詞，接続詞
　　 以外は大文字。ただし，タイトルの副題またはただ
し書き，カッコ内の文等は最初のみ大文字（表も同

様）。

3 . 原著・短報の抄録（和文・英文）は目的，対象，方法，
　　結果，考察，結論等を項目立てにする。

4 . 図・表の書き方（原則的に英文）：
　 1  ）図表はできるだけ簡略にし，それに付する用語も
できるだけ短くすること。

　 2  ）表の各欄を分ける横罫，縦罫は，できるだけ省く。
　 3  ）図の線・面種は，明確に区別できるものにするこ
と（データがある場合は添付）。

　 4  ）図・表は，本文中に挿入箇所を明示する。
　 5  ）表タイトルは上に，図と写真のタイトルは下につ
ける。

　 6）表，図中の説明文および単語等は最初のみ大文字。

投稿分類の定義

基本：結核ならびにその周辺領域に関する学問の進歩に寄与するもの　

原稿作成についてのお願い

5 .  略語の用い方：本文で最初に用いる時は全記のあと 
（　）内に記す。図表で略語を用いる場合は，最初の

図表のみ略語と全記を脚注に記す。結核用語事典も

しくは日本医学会用語辞典の略語を用いる。

6 .  ホームページ等からの引用については，（URL/アク
セス年月日）を記載すれば使用可とする。読者が閲

覧不能な文献は引用文献として認めない。

7 .  「資料」を投稿する際，データ以外については，目的，
考察，結論等を記載する。

8 .  データ共有に関するポリシー。「結核」では，論文
に用いられているデータの共有を著者にお願いして

います。特に，投稿される論文に臨床試験データが

含まれるような場合には，著者は論文内に下記の内

容を含むデータ共有ステートメントを記載してくだ

さい。

　　 1）非特定化された試験データの可否
　　 2）誰に共有されるのか
　　 3）データが共有されるまでの流れ
　　 4）共有されるデータの種類
　　 5）共有される関連文書
　　 6）いつデータが共有されるのか
〔付記〕

　・・ 投稿された論文全てはレフェリー 2人による査読を
行う（特別に編集委員会から依頼した原稿を除く）。

　・・英文は英語に堪能な人の校閲を受けること。

　・・ 招請講演，特別講演，会長講演，教育講演，シンポ
ジウム等の構成は別に定める。

　・・ 支部学会の一般演題抄録は本文200字以内，特別講
演・シンポジウム等は1200字以内。

2019年11月29日一部改訂　



共著者の同意書

著　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　

論文名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は本論文の共著者として投稿することに同意致します。

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日

共著者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員番号：　　　　　　　　　　　年　　月　　日



様式 1   日本結核非結核性抗酸菌症学会誌「結核」：自己申告による COI報告書

□ 筆頭著者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 共著者名（本人．但し，集計の際は全員）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

論文題名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（投稿時，学会員・非学会員の別を問わず，著者全員は，投稿時から遡って過去 1年間以内での発表内容に関係す

る企業・組織または団体との COI状態を記載し，筆頭著者へ提出。筆頭著者は各報告書を集約し，本報告書を作

成し，著者全員の COI報告書と共に事務局に提出する）（なお，1年間とは 1月から12月までとする）

項目 該当の状況 有であれば，著者名：企業名などの記載

①顧問
　営利企業との契約に基づいた有償の顧問

有・無

②株式の利益
　 1つの企業から年間100万円以上，あるい
は当該株式の 5%以上保有

有・無

③ 特許使用料（特許等に係るロイヤリ
ティ収入を含む）

　1つにつき年間100万円以上
有・無

④講演料
　 1つの企業・団体から年間合計50万円以上

有・無

⑤原稿料
　1つの企業・団体から年間合計50万円以上

有・無

⑥寄付金（奨学寄附）等の総額
　 1つの企業・団体からの研究経費を共有す
る所属部局（講座，分野あるいは研究室な
ど）に支払われた年間総額が200万円以上

有・無

⑦委受託研究（治験を含む）の総額
　 1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有す
る所属部局（講座，分野あるいは研究室など）
に支払われた年間総額が200万円以上

有・無

⑧企業等が提供する寄付講座
　 （企業などからの寄付講座に所属している
場合に記載）

有・無

⑨裁判等における専門的助言・証言
　1つの企業・団体から年間100万円以上

有・無

⑩旅費，贈答品等の受領
　1つの企業・団体から年間 5万円以上
　（学会からの旅費は含まない）

有・無

（本 COI申告書は論文掲載後 2年間保管されます）

（申告日）　　　年　　月　　日

Corresponding author　（署名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　



日本結核非結核性抗酸菌症学会誌「結核」：自己申告による COI報告書の
記載方法について

1） 投稿前に，筆頭著者は共著者全員から，様式 1（日本結核非結核性抗酸菌症学会誌「結核」：

自己申告による COI報告書）を集める。

2） 筆頭著者は，集めた全員の COIについて，代表して，様式 1の各項目に該当するものがあ

ればすべて転記する。書ききれない場合は，別紙にし，様式 1と一緒にまとめて提出する。

3）最後に，集計した申告書に Corresponding authorの署名，捺印をし，提出する。

4） 投稿時に，様式 1の自己申告による COI報告書は，学会事務局内 COI担当者まで提出する 

（投稿時に論文に同封し，事務局宛送付でも可）。

5） 原則，投稿時，筆頭著者は共著者全員分の申告書及び集計した申告書 1枚（共に様式 1：

自己申告による COI報告書）を提出することとなる。

本自己申告は平成25年 1月から開始する。

本報告書の記載事項（あるいはその一部）は，掲載誌に記載される。

＜記入例＞

（1）著者名：筆頭著者を先頭に，順に共著者を記載する。

　　　　　　 ○○○夫，□□□子，△△△代，●●●郎

　　 報酬額：○○○夫：アルプス製薬，△△△代：ヒマラヤ試薬

（2）旅費・贈答品等の受領：有　○○○夫：穂高財団　●●●郎：北岳協会

　　以上　内科学会の例に基本的には倣う。

ご不明な点がありましたら，事務局までお問い合わせください。

　照会先：日本結核非結核性抗酸菌症学会事務局

　　　　　TEL：03_6721_9983　FAX：03_6721_9986　E-mail : info@kekkaku.gr.jp




